
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　

(3) 特記事項

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

千円

5,789

千円

2,049,371186,360

千円 　　　　　千円
19年度

人

1,320,302354

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　　２　職員数は、１9年４月１日現在の人数です。

542,709

17.9

　　　　　　Ａ

千円

  19年度類似団体

平均一人当たり給与費　　計　　Ｂ 給与費 B/A

千円

期末・勤勉手当職員手当

　　　　　　　　　　　％

（参考）人 件 費 率

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

別紙３

区　　分

小林市の給与・定員管理等について

住民基本台帳人口

　　　　　（１9年度末）

歳 出 額

　　　　　　Ａ 17年度の人件費率

人 件 費

　　　　　　Ｂ

一人当たり

　　　　　千円

16.22,998,840

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

１9年度

実 質 収 支

246,981

人　

41,680

　　　　　　　千円 　　　　　千円

18,486,651

区　　分 職員数

給　 料

6,032

(H15)
100．7(H15)

98.6(H15)
98.4

(H20)
97.7

(H20)
95.2

(H20)
98.3

90

95

100

105

小林市 類似団体平均 全国市平均

（例）
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（５）給与改定の状況（人事委員会を設置していないため、計上していません。）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

　　

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円

歳 円

歳 円

歳 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成17年～19年の3ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員において前年度に

　支給された期末・勤勉手当、民間において前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

調理士

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（20年４月１日現在）

354,731

336,781

338,811

374,920

―

56.1 180,400

国

自家用自動
車運転手

類似団体

宮崎県

-

56.0 108

20
うち自動車運転
手

公務員

44.0

うち学校給食員

369,900

26 330,800

うち清掃職員 -

- 389,395

小林市

宮崎県

国

平均給与月額

（A)
職員数

43.7

43.3

区　　分

類似団体 374,819

64 366,297

区　　分 平均年齢

329,780

41.1

小林市 39.8

387,506

47.7 303,102

48.9

平均給与月額

11 305,300

-284,679

316,383

平均年齢

338,900

378,655

平均給料月額
（国ベース）

311,083

43.6 299,700

―

対応する民間

民間

359,843

の類似職種
平均年齢

325,939

195,70043.9

371,919

342,535

4,784

35

320,623

平均給与月額

（B)

うち学校給食員

うち自動車運転
手

うち清掃職員

区　　分

小林市

356,762

平均給与月額

410,887

332,478351,873

（国ベース）
平均給料月額 平均給与月額

-

350,076

401,400

325,113

419,564

廃棄物処理
業従業員
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　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、19年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　
　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再
　　　　計算したものです。

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（2) 職員の初任給の状況（20年４月１日現在）

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（20年４月１日現在）

平均給与月額

443,005

平 均 年 齢

140,100

-

356,325

234,000技能労務職

一般行政職

技能労務職 140,100

区　　　　分

高　校　卒 140,100

高　校　卒

高　校　卒

172,200

国宮崎県

経験年数１５年

313,316

264,071

経験年数１０年 経験年数２０年

268,740219,966

264,466 310,600

大　学　卒
一般行政職

140,100

172,200

140,700

172,200

小林市

308,500

高　校　卒

43.8

大　学　卒

330,192

区　　　　　分

宮崎県

小林市 441,234

43.2

40.8

389,271

344,200

平均給料月額

類似団体

区　　分
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（注）１　小林市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

31.9

困難な業務を処理する課長

　　　　　　　　人係長叉は主査
困難な業務を処理する主任主事、主
任技師 87

66

6.9

8.4

　　　　　　　　％

22.0

6.6

60

　　　　　　　　人

（1) 一般行政職の級別職員数の状況（20年４月１日現在）

２級 主事叉は技師

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

19

　　　　　　　　人

23

職員数

　　　　　　　　％

構成比

　　　　　　　　％

24.2

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

区　　分 標準的な職務内容

１級 主事補叉は技師補及び主事叉は技師

課長叉は課長補佐
叉はこの職と同等の職務困難な業務を
処理する係長叉は主査

　　　　　　　　人

18

主任主事、主任技師叉は高度の知識
及び経験を必要とする業務を行う主事
叉は技師

３級

４級

　　　　　　　　人

６級

５級

6.6%
6.8%

8.4% 8.2%

22.0% 22.5%

31.9% 27.2%

24.2% 32.2%

6.9% 3.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成20年の構成比 １年前の構成比
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

４　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（19年度支給割合） （19年度支給割合） （19年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤務手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置　2％～20％加算 ・定年前早期退職特例措置　2％～20％加算

 (3) 地域手当(支給していません。）

3.0 1.50

国

59.28

１人当たり平均支給額（19年度）

宮崎県小林市

１人当たり平均支給額（19年度）

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5％～20％
・管理職加算　10％～25％

0.725

（2) 退職手当（20年４月１日現在）

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5％～10％

1.450

―

0.751.6

59.28

1.60.75

3.0 3.0

1.6

1.50

23.50

小林市

　現在、制度について調査研究中です。

国

59.28

33.50 41.34

47.50 59.28

59.28

1,533

47.50

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5％～20％
・管理職加算　10％～25％

59.28

23.50

33.50

30.55

41.34

　現在、制度について調査研究中です。
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千円

　円

　％

支給職員１人当たり平均支給月額（19年度決算）

5

2,900

月額3，500円

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

上記以外の税務職員

月額3，500円

1体につき500円

1体につき1，500円

主な支給対象職員

1,955

15.3

支給実績（19年度決算）

 (4) 特殊勤務手当（普通会計分）

月額3，000円

税・介護保険料事務等従
事手当

1世帯当たり250円

1世帯当たり150円

月額1，000円

月額2，500円徴収及び課税事務

医療費の徴収事務

市税及び国民健康保険
税の差押え

市税及び国民健康保険
税の差押物件の引揚げ

月額2，500円

税務課、保険課、税務住民課、保
険福祉課、西小林出張所及び市
民病院の徴収事務に従事する職
員

手当の名称

行旅死亡人取扱業務

社会福祉に関する業務

上記以外の死亡人の取
扱業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

清掃作業に従事する職員

特殊自動車運転手当

社会福祉業務手当
福祉事務所及び保健福祉課の社
会福祉に関する業務に従事する
職員

清掃作業手当

月額2，500円

特殊自動車運転作業に従事する
職員

特殊自動車運転作業

専ら道路維持修繕の土
木作業

手当の種類（手当数）

道路作業員手当 道路作業に従事する職員

ごみの収集、運搬叉は
処理作業業務
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 (5) 時間外勤務手当（普通会計分）
千円

千円

円

円

円

円

円

内容及び支給単価 平均支給年額異なる内容

同

との異同

190

千円 189,60021,236

国の制度と

67,226

支給実績

（19年度決算）

支給職員１人当たり

千円

管理職手当 給料額の100分の10

住居手当

扶養手当

手　当　名

1，交通機関利用者
　最高　月額55，000円
2、交通用具私用車
　片道2km以上　月額2，
800円～12，400円

月額
　2，000円
～20，900
円

同

通勤手当

（6) その他の手当（普通会計分）

12,642

（19年度決算）

1，借家
　最高限度額　月額27，
000円
2、持家　月額2，500円

同 510,00013,770 千円

異

休日勤務手当
勤務1時間当たりの給与
額の100分の125から150

千円 00

1、配偶者　月額13，000
円
2、配偶者以外
　・1人目
　配偶者が扶養親族の場
合　月額6，000円
　配偶者が扶養親族でな
い場合　月額6，500円
　配偶者がない場合　月
額11，000円
　・2人目　月額6，000円
　・その他
　1人につき　月額5，000
円加算
　満16歳の年度初めから
満22歳の年度末までの子
1人につき　月額5，000円

同

国の制度

235,200

51,600

47,981 千円

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ 9 年 度 決 算 ）
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５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　 （算定方式） （支給時期）

給料月額×在職月数×0．5 任期満了時

給料月額×在職月数×0．3 〃

給料月額×在職月数×0．2 〃

６　職員数の状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

249,000

200,000

230,000

259,000

-7

769,000

＜参考＞

83.49

-1

522,000

―

598,000

0

＜参考＞

―

議 長

副 議 長

市 長

副 市 長

給

料

職 員 数 対前年
増減数平成20年

940,000

（参考）類似団体における最高／最低額

須 木 区 長

主 な 増 減 理 由

須 木 区 長

議 長

7

50

788,000

602,000

須 木 区 長

市 長

副 議 長

議 員

議会

9
48

31

給 料 月 額 等

32 29

7

3.35

3.35

平成19年

93

47

0

0

289

93

0

税務 25 25

計

労働

総務

衛生
0

9
48

32土木

59

348355

296

教育部門
小　計

59

35

小　計

水道 12

171

病院

526 517

121
36

012

-9
[   548   ］

　　　３　教育部門には教育長が含まれています

124

169

合　　計

その他

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

農林水産

副 市 長

一
般
行
政
部
門

　　　　　　　　区　　分

部 門

備　　　　考

民生

退
職
手
当

普
通
会
計
部
門

市 区 町 村 長

報

酬 313,000

575,000

369,000

議 員

区 分

0

-3
退職者数の2分の１採用を基本に人員減を
図っています。

180,000

124.04

69.34

＜参考＞

465,000

月分

-7

0

-3

0

0

商工

副 市 長

期
末
手
当

326,000

-2

-3
1

月分
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（注）　平成18年3月20日合併のため、5年前の構成比は計上していません。

21

人人 人 人

27302728

59歳 以上

計

20歳 20歳

（2)年齢別一般行政職員構成の状況（20年４月１日現在）

52歳
～ ～

23歳 27歳

～ ～

56歳 60歳

32 19 2623 49

区　分

～

未満

人

43歳39歳

人 人

55歳

～

51歳47歳

～

44歳 48歳

～

40歳

人
職員数

412

人 人

5

人 人

31歳

24歳 28歳 36歳

～ ～

32歳

人

35歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成
比

%
（例）
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）小林市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間です。
　　　２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示しています。                                              

７　公営企業職員の状況（地方公営企業法を一部適用しているため、計上していません。）

-

-

-

-

17年～20年

純減率

（参考）

計 数値目標

-7.1

19年 20年

34

-39

純減数

数値目標

-9

増 減

549

62

職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

平成17年4月1日

3年目

296 289

2年目

0

　　-29（-9.12％）

59 59

-

-2 0 　　-3（-4.84％）

　　　　（　　％）

-7

-9

－

171

－

169

－

171

-2

－

2

平成22年4月1日

始　期 終　期

510

-13増 減

平 成 19 年 4 月 1 日 平 成 23 年 4 月 1 日

一般行政

計画始期

計
-12

517

増 減
職員数 549 537 526

-11

等 会 計 増 減

増 減

169公 営 企 業 職員数

-39

　　　　0（0％） -

510

　　-32（-5.83％）

－

職員数

計画期間

職員数

305318

１７年 １８年

職員数

-1

61

--

-

-

--

－

教　育

１年目

消　防 職員数 － －
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８　職員の福利及び利益の保護の状況

福利厚生の状況

区分内容

各種健康診断を実施し、職員の健康管理を推進しています。

共済制度の内容

１、 短期給付：公務外の病気やケガの治療、出産、死亡、休業、災害時の給付

・保健給付＝療養給付、入院時食事療養費、特定療養費、高額療養費など

・休業給付＝傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金など

・災害給付＝弔慰金、災害見舞金、家族弔慰金

２、 長期給付＝老後の経済生活を支援するための給付

・退職共済年金＝組合期間が1ヶ月以上ある場合、一定条件を満たすことにより65歳から支給（65歳未満で受給できる特例

・障害者共済年金・一時金＝組合員が在職中に病気やケガで障害の状態になったときに支給

・遺族共済年金＝組合員または組合員であって者が死亡したとき遺族に支給

３、 福祉事業＝保健、宿泊、貯金、貸付などの各事業

・保険事業＝健康診断助成、保養宿泊施設利用助成など

・宿泊事業＝共済組合直営施設の利用助成

・貯金事業＝普通貯金の受入れ

・貸付事業＝普通貸付、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学・修学貸付など

厚生会の内容

会員数 531人（H19.4.1現在）

市補助金（19年度決算）2,013,000円（会員1人当たり　3,790円）

会員自己負担金（19年度決算）3,941,036円（会員1人当たり　7,421円）

９　技能労務職員等の見直しに向けた取り組み方針
1 現状

（１）　技能労務職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

前項　２　職員の平均給与月額、初任給等の状況で記載しています。

2 基本的な考え方

　地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し実施しなければなりません（地
方公務員法第42条）また、共済制度は、職員又はその被扶養者の事故（病気、負傷、出産、死亡、災害等）に関して、適切
な給付を行うための相互救済を目的とする制度であり、（地方公務員法第43条第1項）、具体的には地方公務員等共済組
合法によって宮崎県市町村職員共済組合が制度を運営、実施しています。この他、職員は小林市職員厚生会に加入して
います。

　技能労務職員の給与については、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与
の状況等を踏まえ、その適正化に努めます。また、技能労務業務の民間委託等により、技能労務職員
の定員の適正化に努め、技能労務職の退職者補充に伴う新規採用を抑制するとともに、事務職への職
種変更を基本に人件費総額の削減に努めて行きます。

　厚生会では、宮崎県市町村職員共済組合に加入し短期給付（健康保険業務）・長期給付（年金業務）・福祉事業の
業務運営に伴う掛け金の計算及び徴収等の事務業務を行っています。また、独自事業として全職員を対象とした運動
会の開催や文化・スポーツ団体の育成・レクリィエーション活動助成などを通じて職員の健康増進を図っています。
　なお、結婚祝金や病気見舞金・弔慰金等の個人に対する給付は、行っていません。

11


